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報告案件個票一覧表（平成２５年１１月２１日開催）

議題（２）個人情報の取扱い及び事務届出について（報告）

ア 保有個人情報の目的外利用に係る報告書（資料番号２－ア）

目的外利用を行う
事務の件名 報告日 保有個人情報項目 目的外利用を行う理由 提供元 報告課（提供先） 備考欄

①

特定健康診査・特
定保健指導及び７５
歳以上の健康診査
事業に関する業務

H25.9.12

　妊娠届出書を提出者のうち，法定報
告対象年度の年度末年齢が４０歳以
上７４歳以下となる者の，氏名，個人
番号，生年月日及び妊娠届出日

 　柏市国民健康保険特定健康診査について，
毎年国へ，前年度の報告をするにあたり，除外
対象者である妊婦を把握し，受診率の向上を図
るため。

保健所
地域健康づ
くり課

市民生活部
保険年金課

なお，毎年行っ
ているものなの
で，今回以降目
的外利用の報告
を省略してよい
か伺いたします。

②
水土里情報システ
ムの運用に関する
事務

H25.9.20

柏市内の市街化調整区域内の土地に
関する以下の情報
１　土地の所有者の氏名及び住所
２　土地の大字，小字，現況地目，現
況地積，登記地目及び登記地積

 水土里情報システムにおいて，農用地区域へ
の編入・除外地の所有者情報の確認，経営所得
安定対策交付金の交付に係る所有者情報の確
認を行っているが，水土里システム内の情報
は，平成２３年度のシステム作成した情報のまま
であるため，最新の情報に更新する必要がある
ため。

財政部
資産税課

経済産業部
農政課

③

土地の農用地区域
からの除外及び農
用地区域への編入
に関する事務

H25.9.20

柏市内の市街化調整区域内の土地に
関する以下の情報
１　土地の所有者の氏名及び住所
２　土地の大字，小字，現況地目，現
況地積，登記地目及び登記地積

 農業振興地域整備計画の農用地利用計画にお
いて，特に農業振興を図るべき土地として，農地
以外への転用等を厳しく規制している区域を市
で指定しているが，現況及び将来に渡る土地利
用の見通し等を踏まえた上で，概ね５年ごとに見
直しを行っている。この見直しを行うために，現
在の市街化調整区域内の土地について，最新
の情報が必要であるため。

財政部
資産税課

経済産業部
農政課
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イ 個人情報取扱事務の届出（開始）について（資料番号２－イ）

名称 開始日 概要 担当部署

①
監査委員の実施する監査等に
必要な情報の収集に関する業
務（契約に関するもの）

H25.9.2

　地方自治法第１９９条第８項に定めるところにより，監査委員の指揮
監督のもと，財政部契約課において所管する「契約事務執行システム
」を活用し，庁内各所属が所管する契約に関係する情報についての収
集等を行うもの

監査事務局

②
水土里情報システムの運用に
関する事務

H24.4.1

　農政課が所管している農業振興地域整備計画，人・農地プラン，経
営所得安定対策を一元管理している水土里情報システムについて，
所有者・耕作者の変更，転用等に伴う地目変更等の土地情報を修正
するもの

経済産業部
農政課

③
柏市子ども・子育て支援に関す
るニーズ調査

H25.10.21

　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に基づき，柏市子ども・
子育て支援事業計画を策定するためニーズ調査を実施するもの。0～
2歳児，3～5歳児から各々2,500人を無作為に抽出し調査票を発送す
る。回答後返送される調査票には，個人を特定できる情報の記載欄は
無い。

こども部
こども政策室

④
第３期柏市障害者基本計画及
び第４期柏市障害福祉計画策
定事業市民アンケート送付事務

H25.7.1

　第３期柏市障害者基本計画（中期計画）及び第４期柏市障害福祉計
画策定するため，市民アンケート調査を実施するもの。障害者手帳所
持者を対象に３，０００人を無作為に抽出し，アンケートを発送する。回
答用紙には，個人を特定できる情報の記載欄はない。

保健福祉部
障害福祉課

ウ 個人情報取扱事務の届出（変更）について（資料番号２－ウ）

名称 変更日 変更理由 変更箇所 担当部署

①
土地の農用地区域からの除外
及び農用地区域への編入に関
する事務

H25.7.1

農業振興地域整備計画の見直しに当たって，農政課
が保有する市街化調整区域内の土地所有者に係る情
報が古く，最新の状態に更新するため，住民基本台帳
情報を収集し，さらに資産税課が保有している土地課
税情報を目的外利用したため。また，届出の内容が現
在の事務の内容に合致していなかったため，修正した
もの

(1) イの項目のうち，生年月日を追加　　　　
(2) ウのうち，本人以外及び同一実施
機関内の目的外利用並びに電磁的
記録が追加
(3) エの追加
(4) キの根拠法令を修正　　

経済産業部
農政課


